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○
経
済
産
業
省
令
第

号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
及
び
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
及
び
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

※

別
紙
の
と
お
り
新
旧
対
照
表
を
挿
入

第
二
条

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
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の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

※

別
紙
の
と
お
り
新
旧
対
照
表
を
挿
入

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
第
三
十
一
条
及

び
第
七
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

検
定
証
印
等
が
付
さ
れ
て
い
な
い
自
動
捕
捉
式
は
か
り
（
計
量
法
第
八
十
四
条
第
一
項
（
同
法
第
八
十
九
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
計
量
法
施
行
令
及
び
計
量
法
関

係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）
附
則
別
表
第
一
号
第
二
欄
に
掲
げ
る
日
前
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か
ら
取
引
又
は
証
明
に
お
け
る
法
定
計
量
単
位
に
よ
る
計
量
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
確
認
済
証
が
付
さ
れ
た
自
動

捕
捉
式
は
か
り
（
次
項
に
お
い
て
「
既
使
用
の
自
動
捕
捉
式
は
か
り
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査

規
則
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
「
目
量
（
各
々
の
表
示
機
構
の
目
量
が
異
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
小
の
目
量
）
」
を

「
検
査
目
量
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
第
七
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

２

既
使
用
の
自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
法
第
百
六
十
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
検
定
を
す
べ
き
期
間
は
、
検

則
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
十
日
間
と
す
る
。


